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１．緒言
　わが国において不慮の事故により亡くなる人の数
は年間約4万人，また自死（自殺）者数は年間約2万
人にのぼっており1），さらに，心疾患などの疾病の
急激な発症による突然死の数を合わせると予期せぬ
死を遂げる人の数は決して少なくない．大切な人と
の死別は，悲嘆反応として心身に影響を与え，とき
に健康を損なうことがある2）．特に突然に家族の死
を経験した遺族は，複雑な悲嘆の経過をたどる可能
性が高く，30％以上の遺族が複雑性悲嘆を生じてい
ることが報告されている3）． 
　救命を主軸として発展してきた救急医療の現場で
は，「救急・集中治療における終末期医療に関する
提言」4）の公表を機に，救急医療における終末期の
あり方について関心が高まった．これを受けて2014
年の「救急・集中治療における終末期に関するガイ
ドライン；3学会からの提言」では，患者へのケア
だけでなく，患者がより良い最期を迎えられるよう
に家族らの支援の重要性についても明記された5）．
このように，救急医療では，近年，患者に対する終
末期医療だけでなく，家族・遺族に焦点をあてた支
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　本研究の目的は，予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く救急外来の医療者へのニーズを明らかにし，
救急外来における家族へのケアを促進するプロトコル作成への一助とすることである．研究方法は，
遺族13名を対象に，救命処置時，死亡宣告時，死亡宣告後，死亡帰宅時，死亡帰宅後の各場面の医療
者へのニーズに関して半構造化面接を実施し，質的帰納的に分析を行った．結果，家族は，救命処置
時には，処置を優先しながら他職種と連携を図り，家族ケアを求めていた．そして，死亡宣告後には，
家族の情緒的支援に重点を置きながらも，帰宅に向けての手段的支援を求めていた．死亡帰宅後は，
関わった医療者からの継続的な支援を求めていた．国内での遺族ケアの実施率は低く，死亡帰宅後ま
での支援は実施できていない現状がある．今後，本調査で明らかになった遺族のニーズを活かしたプ
ロトコルの作成を実現させたい．

援についても論じられることが多くなり実践され始
めた．
　しかし，救急外来における家族へのケアは，救急
外来で亡くなった患者の病院滞在時間の8割が4時間
未満と短いため，医療者が十分な時間をかけて家族
に関わることが困難なこと6）や突然の出来事を現実
のこととして受け入れがたい家族に対して，看護師
は掛ける言葉の難しさを感じ対応に困惑しているこ
とが報告されている7）．特に，経験年数が未熟な看
護師ほど家族対応に苦悩していることが明らかに
なっており8），救急外来における家族へのケアは困
難な様子が伺える．救急外来における家族へのケ
アの難しさは，先進的な取り組みを行う欧米でも同
様に指摘されている9）．救急外来での家族へのケア
をより質の高いものにするためには，プライバシー
が守られる環境を整備することや看護師の人員を確
保すること10），さらに，医療者によるケアを表記し
たプロトコルを作成することが提案されている11）．
今後，わが国においても，家族へのケアに困難を抱
いている現状があることから，救急外来における家
族へのケアに関するプロトコルの作成は，喫緊の課
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題といえる．プロトコルの作成に向けて，まずは，
救急外来において予期せぬ死を遂げた患者の遺族が
医療者に何を必要としていたのか，医療者へのニー
ズを明らかにする必要があると考えた．しかし，こ
れまでの遺族のニーズに関する論文を概観すると，
対象者となる遺族の精神的負担が多いことが考慮さ
れ，質問紙調査方法によるデータ収集が多く6,12），
実際の遺族の気持ちを聴き取る質的調査方法を用い
た探索的な研究は少ない．
　そこで，救急外来において予期せぬ死を遂げた患
者の遺族の気持ちを，質的調査方法を用いて丁寧に
聴き取り，救急外来で家族が求める支援を明らかに
することで，救急外来における家族へのケアに関す
るプロトコル作成への一助になると考えた．

２．目的
　本研究は，予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く
救急外来の医療者へのニーズを明らかにし，救急外
来における家族へのケアに関するプロトコル作成へ
の一助を得ることを目的とする．

３．用語の定義
　本研究では，「医療者」を救急外来に従事する医師・
看護師およびコメディカルとし，「医療者へのニー
ズ」を家族・遺族が医療者にしてほしい事柄とした．
そして，「家族と遺族」を救命処置時から死亡帰宅
時の病院に滞在している間は家族，病院より帰宅後
の死亡帰宅後は遺族とした．「患者と故人」を病院
に搬送され救命処置時から死亡宣告時までは患者，
死亡宣告後以降は故人と定義した．

４．研究方法
４．１　研究参加者
　中四国・関西地方に居住し，心肺停止状態で救急
外来に搬送され，救急外来において，もしくは搬送
後48時間以内に死の転帰をたどった患者の20歳以
上の遺族とした．本調査では研究参加者がインタ
ビューを受けることにより，大切な人を亡くした辛
い体験を想起する可能性が考えられたため，研究参
加者の選定基準として，①事故の加害者が家族では
ないこと，②自殺や事件性による死ではないこと，
③患者の突然の死から1年以上経過していることの
3項目を設け，選定基準をすべて満たしている者を
研究参加者とした．募集方法は，SIDS（Sudden 
Infant Death Syndrome）家族会の代表者からの紹
介及び研究者を起点としたスノーボールサンプリン
グとした．

４．２　データ収集方法
　インタビューガイドを基に半構造化面接を行っ
た．インタビューでは，まず研究参加者の基本情報
を把握するために，年代，性別，職業，亡くなられ
た患者の続柄，時期，年齢，傷病名，搬送から帰宅
までの簡単な経緯について尋ねた．そして，家族・
遺族が抱く医療者へのニーズを明らかにするため
に，医療者にされてうれしかったこと，医療者にし
てほしかったことについて，搬送時から救命処置
時，死亡宣告時，死亡宣告後，死亡帰宅時，死亡帰
宅後の5場面に区切り経時的に自由に語ってもらっ
た．この5場面については，インフルエンザ脳症ガ
イドライン13）が示している到着から処置の間，死亡
宣告，死亡から帰宅までの間，帰宅時の4場面と，
医療者が帰宅後にグリーフケアの必要性を認識して
いる14）ことから死亡帰宅後を追加し5場面とした．
　データ収集は，60分前後とし，プライバシーが守
られる場所で実施した．インタビュー開始時に，研
究内容，倫理的配慮，インタビューの録音について
説明し同意を得た．
４．３　分析方法
　分析は谷津15）の質的看護研究の手法を参考に行っ
た．まず，インタビュー内容の逐語録を作成した．
逐語録を熟読した後に，救急外来の医療者に「され
てうれしかったこと」と「してほしかったこと」に
ついて記述している意味のある一文を抜き出し洗い
出しコードとした．つぎに，洗い出しコードを共通
性や類似性に着目しながら分類し，まとめ上げコー
ドとした．まとめ上げコードにする際には，生デー
タの意味が損なわれないように注意しながら，医療
者へ抱くニーズと捉えられるように「してほしい」
と表現を統一した．その後，まとめ上げコードを家
族・遺族のニーズとして具体的な支援内容が表現さ
れる段階に抽象度を上げサブカテゴリとした．サブ
カテゴリ間の共通性，差異性を比較検討してさらに
抽象度を上げ，カテゴリとした．
　結果の真実性を確保するために，分析の全過程に
おいて質的研究に携わる研究者間で議論を重ねた．
分析結果は，救急領域の看護経験のある研究者と議
論し，さらに質的研究に精通している研究指導者の
スーパーバイズを受けた．
４．４　倫理的配慮
　研究参加者には，研究の意義と目的，方法，協力
の自由意思の尊重，個人データの取り扱いには十分
注意すること，プライバシーの保護として協力の有
無については紹介者には一切伝えないことなどを口
頭と書面にて説明し承諾を得た．また，本調査では，
患者を亡くした経験を想起し精神的苦痛を感じる可
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表１　研究参加者の概要

能性が懸念されたため，インタビュー実施前には，
参加者へ語りたくないことは語らなくてよいことを
伝えること，インタビュー中に参加者が希望した場
合，もしくはインタビュー者が必要と判断した場合
には直ちに中断・中止することを徹底して行った．
なお，本調査は，川崎医療福祉大学倫理委員会の承
認（承認番号 17-052）を得たうえで実施した．

５．結果
５．１　研究参加者の概要（表1）
　研究参加者は13名で，年齢は30歳代から70歳代，
性別は男性3名，女性10名であった．続柄は配偶者3
名，親3名，子ども7名であった．死亡理由は疾病の
急激な発症，不慮の事故，SIDS によるものであり，
患者の死亡時の年代は10歳代未満から70歳代であっ
た．インタビュー時間は平均56分で，回数は全員1
回であった．インタビュー中に研究参加者からの中
断・中止の希望はなかった．また，インタビュー者
の判断による中断・中止もなかった．
５．２　�予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く医療

者へのニーズ（表2）
　予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く医療者への
ニーズとして，救命処置時から死亡帰宅後までの5
場面を合わせて，32サブカテゴリ，14カテゴリを生
成した．以下では，場面ごとにカテゴリは【　】，
サブカテゴリは≪　≫，研究参加者の語りは「　」
に斜体で記述し，語りの補足を（　）で示した．
５．２．１　救命処置時
　救命処置時は，7サブカテゴリより，【救命処置へ

の尽力】【処置と並行した家族対応】【蘇生行為への
立ち合い】の3カテゴリが生成された．
　【救命処置への尽力】とは，患者の救命処置を何
よりも優先し，医療者の救命への尽力をニーズとし
ていることを意味する．家族は，≪救命処置を優先
した対応≫≪救命のための尽力≫を求めていた．
対象者 I は，「看護師さんやったら，もう患者の処
置のほうに回って救命をしっかりやってと思う」と
語った．
　【処置と並行した家族対応】とは，患者の処置を
優先しながらも家族への対応もニーズとしているこ
とを意味する．家族は，≪処置をする看護師や医師
以外による家族への寄り添い≫≪頻回な状況説明≫
≪家族の待機室として個室の提供≫を求めていた．
対象者 B は，「ソーシャルワーカーのような，看護
師さんやドクター以外の人で救急外来に来た時に家
族とかの話を聞く人がいてほしい」と語り，対象
者 J は，「バタバタしていてお姉ちゃん（同胞）が
何も食べれてなくって．（中略）自分はもう気が回
らなくなっているのでお姉ちゃんを気にかけてほし
かった」と語り，対象者 A は，「患者の情報は逐一
教えてほしい」と語った．
　【蘇生行為への立ち合い】は，患者が蘇生行為を
受けている場に立ち会うことをニーズとしているこ
とを意味する．家族は，≪最期の瞬間になるかもし
れない処置への付き添い≫≪死亡宣告をうけること
を覚悟する場の提供≫を求めていた．対象者Cは，
「最期の時，主人の側に居ました．側にいさせても
らえてそれはありがたかったですね」と語り，対象
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者Mは，「（心臓マッサージを受けている子どもの）
頑張っている姿を見させてくれて，こちらも覚悟が
決まった」と語った．
５．２．２　死亡宣告時
　死亡宣告時は，4サブカテゴリより，【立ち合い時
の家族サポート】【家族が「死」を受け入れられる
ような宣告】の2カテゴリが生成された．
　【立ち会い時の家族のサポート】は，死亡宣告時

に家族が医療者のサポートをニーズとしていること
を意味する．家族は，≪死亡宣告に向かう家族への
寄り添い≫≪幼い同胞の預かり≫を求めていた．
対象者 K は，「（死亡宣告に向かうときに）足が動
かなくって，その時に看護師さんが肩を支えてくれ
て，一緒に娘のところに連れて行ってくれて．一人
では娘の所に行く勇気がなかったのでとてもありが
たかったですね」と語った．

表２　予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く医療者へのニーズ
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　【家族が「死」を受け入れられるような宣告】は，
家族が死を受け入れられるよう患者の傍で，「死」
の言葉を用いてのはっきりとした宣告をニーズとし
ていることを意味する．家族は，≪謝罪ではなくはっ
きりとした「死」の告知≫≪家族が立ち会う中での
死亡宣告≫を求めていた．対象者 L は，「（死亡宣
告は）もうあきらめてくださいって感じだった．ご
臨終ですって雰囲気の中で助けられなくてごめんな
さいって言われただけだった．死をはっきりと宣告
されなくて．きちんと伝えてほしかった」と語り，
対象者 F は，「病院に向かうために高速道路を運転
していたので，もう焦りました．着くまで待ってく
れたらよかったのに」と語った．
５．２．３　死亡宣告後
　死亡宣告後は，11サブカテゴリより【故人への尊
厳ある対応】【心の痛みを抱えた家族への配慮】【死
亡解剖の選択と詳細な説明】【故人と過ごす時間の
確保】【帰宅に向け必要な情報の丁寧な説明】の5カ
テゴリが生成された．
　【故人への尊厳ある対応】は，家族が，死亡宣告
後も故人に尊厳を持った対応をニーズとしているこ
とを意味する．家族は，≪尊厳を持った遺体への対
応≫≪遺品の丁寧な扱い≫を求めていた．対象者
Mは，「（遺体を）物のように扱われた感じがした．
もっと人として最後まで対応してほしかった」と
語っていた．
　【心の痛みを抱えた家族への配慮】は，患者の突
然の「死」により，家族が心の痛みを抱えているこ
とを理解し配慮のある対応をニーズとしていること
を意味する．家族は，≪家族の心の痛みへの共感≫
≪故人へのねぎらいの言葉がけ≫≪警察調査時の個
室の提供≫を求めていた．対象者 I は，「ただ黙っ
て頷いてくれるだけでいい．この痛みを分かち合え
るというか，（医療者と）共感し合えるのはすごく
ありがたい」と語り，対象者 E は，「お母さんも頑
張っていたよとか，ねぎらうような言葉をかけてほ
しかった」と語り，対象者Kは，「仕切りがない所で，
警察の人に話を聞かれました．みんな（待合室の他
の人）に聞こえる状況で質問されていたので．何度
も何度も同じことを聞かれて．全部まわりに筒抜け
だったので，個室を貸してほしかった」と語った．
　【死亡解剖の選択と詳細な説明】は，家族が死亡
解剖の実施の有無の選択とそれに関する詳細な説明
をニーズとしていることを意味する．家族は，≪解
剖の選択の権利≫≪解剖についての正確な説明≫を
求めていた．対象者 K は，「自分の気持ちに折り合
いをつけるためにも解剖の説明をして解剖の選択肢
をあたえてほしかった」と語った．

　【故人と過ごす時間の確保】は，家族が患者の臨
終後に，患者と過ごすために十分な時間をニーズと
していることを意味する．家族は，≪温もりがある
うちに家族の時間を確保≫≪エンゼルケアへの参 
加≫を求めていた．対象者Jは，「個室で，ずっと抱っ
こさせてくれる家族だけの時間をつくってくれたん
です．ありがたかったです」と語り，対象者Gは，
「エンゼルケアっいうんかな．洗髪したりそういう
のも一緒にしたかった．何かをしたいんです．一緒
に（我が子と）過ごすために何かケアをしたいんで
す」と語った．
　【帰宅に向け必要な情報の丁寧な説明】は，家族
が帰宅するために必要となる手続きや死因に関し
て，理解できるように丁寧な説明をニーズとしてい
ることを意味する．家族は，≪事務手続きに関する
丁寧な説明≫≪死因に関する丁寧な説明≫を求めて
いた．対象者 A は，「死亡後，（帰宅に向けて）何
をしていいかわからない．言われるがままで．きち
んと流れを伝えてほしかった」と語り，対象者Eは，
「（病名について）きちんと説明してほしかったし，
全然医師から話がなかったのはさみしかったです
ね．解剖についてとか説明してほしかった」と語った．
５．２．４　死亡帰宅時
　死亡帰宅時は，4サブカテゴリより【病院からの
帰宅時の配慮】【残された家族への継続的な支援の
情報提示】の2カテゴリが生成された．
　【病院からの帰宅時の配慮】は，家族が，病院か
らの帰宅時に医療者から帰宅口やお見送りについて
の配慮をニーズとしていることを意味する．家族は，
≪多くの医療者による見送り≫≪人に会わない帰宅
口の準備≫を求めていた．対象者 C は，「病院の職
員の人が送りに来てくれて．かなりの人が集まった
んです．うれしかったし，ほんとにありがたかった
ですね」と語り，対象者 D は，「帰宅する時は，患
者と一緒に普通の玄関から出ましたね．せめて他人
に会わないようにとか配慮がほしかった」と語った．
　【残された家族への継続的な支援の情報提供】は，
家族が，受けることができる継続的な支援について
の情報提供をニーズとしていることを意味する．家
族は，≪グリーフケアの情報提供≫≪家族会や相談
窓口の紹介≫を求めていた．対象者 I は，「グリー
フケアがあることすら知らないので，グリーフケア
があることを教えて欲しい」と語った．
５．２．５　死亡帰宅後
　死亡帰宅後は，6サブカテゴリより【故人に関す
る情報の提供】【遺族への継続的な支援】の2カテゴ
リが生成された．
　【故人に関する情報の提供】は，遺族が，故人に
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関する情報の提供をニーズとしていることを意味す
る．遺族は，≪処置内容に関するカルテの開示≫≪
思い出となる情報の提供≫≪医師からの解剖結果の
説明≫を求めていた．対象者 K は，「亡くなった原
因もはっきりわからなかったので．（処置内容の）
記録さえ手元にあれば，見る勇気がでた時にいくら
でも見られるので記録がほしかった」と語り，対象
者 Lは，「最期の身長と体重が知りたかった」と語っ
た．
　【遺族への継続的な支援】は，遺族が帰宅後も関
わった医療者からの継続的な支援をニーズとしてい
ることを意味する．遺族は，≪生命保険の診断書の
早急な記載≫≪継続的な遺族への支援の提供≫≪関
わった医療者と話ができる窓口の設置≫を求めてい
た．対象者 F は，「お金の面で困りました．母が葬
儀代に困っていて娘の私に借りていたんです．なか
なか先生も生命保険の診断書を書いてくれなくて．
早く書いてほしかったです」と語り，対象者Gは，
「（事故の）当日よりも後から関わってほしい．すっ
ごいしんどい日々の中で，辛い気持ちを解決できる
手立てが欲しい」と語り，対象者 B は，「気持ちが
落ち込んでいる中で，医療者に話を聞けたり相談で
きたりするような電話相談窓口みたいなものがほし
い」と語った．

６．考察
６．１　�予期せぬ死を遂げた患者の遺族が抱く医療

者へのニーズの特徴からみた支援
６．１．１　救命処置時
　救命処置時の家族に対して，救急領域の看護師は，
家族対応の必要性を感じながらも，救命を第一に考
え，患者の救命処置を優先していることが報告さ
れている16）．しかし，本調査により，家族は，救命
処置に尽力してほしいと思いながら，一方で，家族
対応もしてほしいと思っていることが明らかになっ
た．欧米では，救命処置時から家族の悲嘆ケアをソー
シャルワーカーやカウンセラー，宗教家が実施して
おり，これによって，看護師は危機状態の患者の治
療や処置に専念でき，治療や処置の終了後に，看護
師が落ち着いて家族のケアを実施していることが報
告されている9）．本調査においても，家族は，処置
に携わる医療者，つまりは，医師や看護師以外によ
る専門職に家族への付き添いを求めており，例とし
て心理士やソーシャルワーカーなどを挙げていた．
救命処置時の家族の状態は，「死」を感じ始める予
期悲嘆のはじまりと考えられる．医療者による予期
悲嘆に対するケアは，その後の遺族が死別の悲し
みに向き合うプロセスに影響を及ぼすといわれてお 

り17），そのことからも救命処置時の家族への支援が
重要といえる．家族への支援を医師，看護師以外の
専門職が担えるシステムを検討していく必要がある
と考える．
　そして，家族は，患者が生命の危機状態になる突
然の信じがたい状況の中で，患者の予後に対して，
病院に行けば何とかなるとわずかな希望と期待を
持っている．田村18）によると，家族は，医師より命
が厳しいと説明を受けた時，生きる希望を抱きなが
らもギアチェンジしていくプロセスをたどることに
なり，その過程には，医療者の支援が必要と述べて
いる．ギアチェンジする際の具体的な支援の一つと
して，本調査においては，死亡宣告を受けることを
覚悟するために蘇生行為への立ち合いをニーズとし
ていることが明らかになった．家族は，救命処置中
に何が起きているかわからない，信じたくないとい
う否認感情を抱く中，実際に医師から細かな状況の
説明をうけ，死への恐怖を感じながら現実の認識と
希望，あきらめなどの様々な感情で混乱している．
そのような精神的不安定な状態の中，家族が，蘇生
行為を受ける患者の悲惨な状態を目にする際には，
必ず医療者が家族の傍に寄り添い，いつでもサポー
トできる体制を整えたうえで実施すべきと考える．
６．１．２　死亡宣告時から死亡宣告後
　死亡宣告時から死亡宣告後の家族は，死に直面し
た急激な患者の変化を目の当たりにし，恐怖，絶望，
自責など様々な感情があふれ，混乱し，さらに精神
的不安定な状態となる．死亡宣告に関して，柳田19）

は，誤解を生じない簡潔な言葉で「死亡」を表現す
ることが重要であり，謝罪のような誤解が生じやす
い婉曲な表現は避ける必要性を述べている．本調査
においてもこの考えを支持しており，家族は，救命
できなかったことへの謝罪ではなく，はっきりとし
た「死」を告げられることをニーズとしていた．
　そして，死亡宣告後からは，故人へ最後まで尊厳
を持った対応や突然の死に心を痛めている家族に配
慮し，寄り添う情緒的支援をニーズとしていた．死
亡宣告後に情緒的支援をニーズとすることは，救急
外来で突然の死を経験した家族に限らず，予期され
た死で患者を亡くした家族にとっても必要になる支
援といえる．しかし，本調査においては，情緒的支
援だけでなく，家族が遺体の解剖が行われる場合に
必要となる制度や手続きの支援や帰宅に向けての事
務手続きの丁寧な説明などの手段的支援を求めてい
た．この医療者からの手段的支援を求めいたことは，
家族が精神的不安定な状態であるうえに，突然の出
来事で何も準備ができていないことから，予期せぬ
患者の死を経験した家族にとっての特徴的なニーズ
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と考える．医療者は，家族が患者の突然の死を前に
して，医療者から提供される様々な説明に対して，
パニック状態であり，十分に理解できない状況が予
測されることを理解し，後日説明を振り返ることが
できるように書面を用いた丁寧な説明や事務手続き
の手助けなどを行う必要があると考える．
　さらに，死亡宣告後の故人と過ごす時間は，予期
せぬ患者の死を経験した家族にとって，後に続く悲
嘆過程に影響する重要なニーズであると考える．予
期せぬ患者の死は，家族の予期悲嘆の時間が短い．
ウォーデン20）は，喪失後に生じる心理過程を悲哀と
定義し，悲哀の4つの課題として，喪失の事実を受
容すること，悲嘆の苦痛を乗り越えること，故人の
いない環境に適応すること，故人を情緒的に再配置
し生活を続けることを挙げている．救急外来のよう
に，短い時間の中で家族支援を行わざるを得ない場
合には，喪失の事実を受容するために家族が「死」
という現実をまずは受け止められることが重要であ
る．そのため，医療者は，家族が死を受け止めるた
めの大切な時間として，故人の温度を感じられるう
ちに家族だけで過ごせる時間を十分に確保する必要
があると考える．
６．１．３　死亡帰宅時から死亡帰宅後
　死亡帰宅時から死亡帰宅後の家族のニーズについ
ては，遺族が死別後に再度医療スタッフを尋ね患者
に関しての話を聞きたいと思っていること21）や，グ
リーフケアを要望していること22）は明らかになって
いる．本調査では，それに加え，医療者から話を聞
くだけでなく，カルテを見たいと思っていることや
臨終場面に立ち会った医療者からの継続的な支援を
求め，電話相談窓口の設置を希望していること，さ
らに子どもを亡くした遺族からは，子どもの生きた
証として思い出となる最期の体重や身長などの情報
を提供してほしいと思っていることが明らかになっ
た．国内でのクリティカル領域における遺族ケアの
実施率は1～2割程度で遺族ケアの実施率の低さが指
摘されている14）．交通事故や自殺などの予期してい
ない死別を経験した遺族は，死亡率や自殺念慮が高
い傾向が報告されている23）．今後，救急医療におい
て遺族ケアの重要性を組織全体で認識し，帰宅後も
看取った医療施設が継続的に遺族の立ち直りを支え
られるシステムの構築は課題といえる．
６．２　�救急外来における家族・遺族に対する看護

支援プロトコル作成への提案
　本調査は，遺族に聞き取り調査を行い，救命処置
時，死亡宣告時，死亡宣告後，死亡帰宅時，死亡帰
宅後のそれぞれの場面で具体的に医療者へのニーズ
を明らかにできたことに特徴がある．特に，これま

では帰宅後の支援についての具体的な方法までは明
らかになっていなかった．本調査において，遺族が，
帰宅後に関わった医療者からの継続的な支援を求め
電話相談窓口の設置を望んでいることや患者に関す
る情報としてカルテ開示を望んでいることは，新た
に得られた知見である．本調査の得られた結果から
各時期でプロトコル作成に向けた提案として以下の
ことが考えられる．救命処置時は，他職種と連携を
図り看護師は，処置を優先しながら家族ケアの充実
をはかっていくこと．死亡宣告時は，はっきりと死
を伝えるためにも家族に寄り添うサポート体制を整
えておくこと．死亡帰宅時は，帰宅後の家族を支え
る遺族会や相談窓口に関する情報を提供すること．
死亡宣告後は，家族の情緒的支援に重点を置きなが
ら，帰宅に向けて手段的支援を実施していくことや
故人の体温を感じられるうちに，家族だけの最後の
時間を十分に確保すること．死亡帰宅後は，帰宅後
の遺族を支える支援体制について情報を提供してい
くことと，関わった医療者が継続的に支援を実施で
きる体制を構築していくことである．本調査で明ら
かになったすべてのニーズを医療者が実施すること
は，救急外来の構造上や人員的に難しいことが予測
される．今後，結果を基に救急外来に従事する医療
者と吟味を重ね，それぞれの施設で実現可能性のあ
るプロトコルの作成を行う必要があると考える．
６．３　研究の限界
　今回の調査は，中四国・関西地方に居住する遺族
を対象としていたことや死亡した患者に年齢の幅が
あったこと，さらには，同一の救急医療体制ではな
かったことから，普遍化することには限界があると
考える．

７．結論
　予期せぬ死を遂げた患者の遺族は，救命処置時は，
看護師が他職種と連携を図り処置を優先しながら家
族へのケアの充実を図ること，死亡宣告時は，家族
に寄り添うサポート体制を整えたうえではっきりと
死を伝えること，死亡宣告後は，家族の情緒的支援
と帰宅に向けての手段的支援を行うことと，故人の
体温を感じられるうちに，家族だけの最後の時間を
十分に確保すること，死亡帰宅時は，遺族会や相談
窓口などの帰宅後の遺族を支える支援について情報
を提供すること，死亡帰宅後は，関わった医療者か
らの継続的な支援をニーズとしていた．今後，明ら
かになった遺族のニーズを基にプロトコルを作成し
ていくことが課題である．
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Abstract

　This study aimed to identify the needs for emergency department services among the bereaved who experienced 
an unexpected death of a family member, to develop a protocol to promote family care practiced by the emergency 
department. Semi-structured interviews were conducted in 13 bereaved families to investigate their needs for 
healthcare services during emergency medical procedures, at the time of and after confirmation of the patient’s 
death, and at the time when and after the body is returned to home. The obtained data were analyzed using 
a qualitative and inductive approach. As a result, the families, while placing a priority on patient’s care during 
emergency procedures, wanted to receive care for themselves performed in collaboration with other professionals. 
After the confirmation of death, the families wish to receive practical support for returning the body home, while 
also focusing on their emotional support. After returning home, they sought continuous support from the healthcare 
providers involved. The implementation rate of bereavement care in Japan is low, and no support has been currently 
provided after a body is returned to home. In the future, we would like to develop a protocol that reflects the needs 
of the bereaved families identified in this study.
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